
改正道路交通法施行後の医師の診断を受けた者、講習受講者等の状況

４１６,６０８人 更新時の認知機能検査受検者数

１１,２５４人 第１分類と判定された方

１,２７８人 医師の診断を受けた方
（ １４人 うち免許の取消し等を受けた方）

２２,３５４人 臨時認知機能検査の受検対象者〔受検通知件数〕

１４,７３０人 臨時認知機能検査受検者数

３６３人 第１分類と判定された方

２１人 医師の診断を受けた方
（ ０人 うち免許の取消し等を受けた方）

４９４人 その他の警察活動等を端緒に診断を受けた方
（ ２１５人 うち免許の取消し等を受けた方）

５,２５７人 更新時の高度化講習受講者数

１,０４３人 臨時高齢者講習の受講対象者〔受講通知件数〕

４１３人 臨時高齢者講習受講者数

医師の診断（H29.3.12～5.31）

改正法施行後８１日間で１,７９３人が受診
（うち免許の取消し等を受けた方は２２９人）

臨時適性検査通知 55件
診断書提出命令 6,184件〔 〕

臨時適性検査通知 2件
診断書提出命令 216件〔 〕

認知機能検査の実施状況

高度化講習・臨時高齢者講習の実施状況
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高度化講習・臨時高齢者講習（H29.3.12～5.31） (※1)

※1 実車指導の際に運転の様子をドライブレコーダーで記録し、その映像に基づいて個別指導。
※2 第1分類又は第2分類と判定された方のうち、施行後の経過措置により、更新期間満了日が9月12日以後
である方が受講対象。
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改正道路交通法の施行状況 平成29年3月12日～5月31日① 期間内の暫定値

平成２８年中の自主返納件数は３４万５,３１３件
（うち７５歳以上は１６万２,３４１件）

施行後８１日間の自主返納件数は１０万２,９９０件
（うち７５歳以上は５万６,４８８件）

（参考）診断対象者に占める自主返納者の状況

施行日（３月１２日）以降の認知機能検査で第１分類と
判定された方（１万１,６１７人）のうち、５月３１日までに
自主返納した方は９８７人

運転免許証の自主返納状況（H29.3.12～5.31）
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363 人（2.5％）

11,254 人（2.7％）

3,992 人（27.1％）

113,978 人（27.4％）

10,375 人（70.4％）

291,376 人（69.9％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第１分類：認知症のおそれ 第２分類：認知機能低下のおそれ 第３分類：認知機能低下のおそれなし

2 人（0.5％）

130 人（0.7％）

411 人（99.5％）

5,127 人（28.1％） 12,968 人（71.2％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第１分類：認知症のおそれ 第２分類：認知機能低下のおそれ 第３分類：認知機能低下のおそれなし(※2)

資料２



医師の診断体制の確保等 警察施設における高齢者講習等実施状況
協力医師の確保状況

医師の診断結果

施行前における高齢者講習の実施状況（H28）

施行後における高齢者講習等の実施状況（H29.3.12～5.31）

【75歳以上高齢者講習受講者の実施場所別内訳】
（総数1,579,231人）

14,257人
（3.4％）

警察施設 教習所施設等

402,351人
（96.6％）

491人
（2.7％）

警察施設 教習所施設等

17,734人
（97.3％）

【更新時認知機能検査受検者】
（総数416,608人）

【更新時高齢者講習受講者】
（総数18,225人）

【臨時認知機能検査受検者】
（総数14,730人）

【臨時高齢者講習受講者】
（総数413人）

(※)

※施行後の経過措置による、更新期間満了日が9月11日以前である者に係る高齢者講習の
受講者を除く。

更新時認知機能検査
を端緒とするもの
（集計総数873件）

臨時認知機能検査を
端緒とするもの
（集計総数18件）

(※)

※施行後の認知機能検査の結果により行われた臨時適性検査又は診断書提出命令に係る
診断結果の報告を集計したもの。

警 察 施 設 教 習 所 施 設 等

11,668人（0.7％） 1,567,563人（99.3％）

8,457人
（57.4％）

警察施設 教習所施設等

6,273人
（42.6％）

210人
（50.8％）

警察施設 教習所施設等

203人
（49.2％）

第１分類

（参考）更新時の高度化・合理化講習受講者の状況（H29.3.12～5.31）

第２分類 第３分類 75歳未満

130人 5,127人 12,968人 23,864人

高度化講習（３時間） 5,257人（12.5％） 合理化講習（２時間） 36,832人（87.5％）

(※)

10県20人（H28.6） 19都府県33人（H29.5）

運転適性相談窓口における医療系専門職員配置状況

※運転免許センター等に看護師や保健師といった医療系専門職員を配置して、運転適性相
談業務に従事させている。

(※)
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指定医

（4,551）

（3,142）

（4,011）

（人）
括弧内は総数

（4,765）

3 件
（16.7％）

157 件
（18.0％）

9 件
（50.0％）

479 件
（54.9％）

6件
（33.3％）

237 件
（27.1％）
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■認知症

■認知症ではないが認知機能の低下がみられ、今後認知症となるおそれ

■認知症ではない

改正道路交通法の施行状況 平成29年3月12日～5月31日② 期間内の暫定値


